
補助金チェックシート 　　教育部

R１ R２ R３ 説明

1
教育部
総務課

保育所等整備
交付金事業補
助金

私立保育所等

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H27

私立保育所等の定
員増による待機児
童の解消及び保育
環境の改善を図
る。

私立保育所等が行
う施設整備事業及
び防音壁整備事業
に関し、国が定める
ところにより、経費
の一部を補助す
る。

750,598 63,108 18,854
（１）継続
するもの

イ　国・県の
補助金を財
源の一部と
して充てる事
業のうち、市
の負担が義
務的である
事業等

316,594

2
教育部
総務課

次世代育成支
援対策施設整
備交付金補助
金

地域子育て支
援拠点事業所
等

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

R4

次世代育成支援対
策を推進することを
目的とする地域子
育て支援拠点事業
所の環境の改善を
図る。

地域子育て支援拠
点事業所等が行う
施設整備事業に関
し、国が定めるとこ
ろにより、経費の一
部を補助する。

- - -
（１）継続
するもの

イ　国・県の
補助金を財
源の一部と
して充てる事
業のうち、市
の負担が義
務的である
事業等

22,122

3
教育部
総務課

私学振興補助
金

学校法人藤井
学園

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17
市内私学の教育目
標の達成に寄与す
る

図書や施設整備等
の助成

230 230 230
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

230

4
教育部
総務課

私学振興補助
金

学校法人倉田
学園

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17
市内私学の教育目
標の達成に寄与す
る

図書や施設整備等
の助成

230 230 230
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

230

5
教育部
総務課

勤労青年教育
振興補助金

香川県立丸亀
高等学校定時
制課程

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17
勤労青年教育の振
興を図る

図書や施設整備等
の助成及び各種事
業参加支援

60 60 60
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

60

6
教育部
総務課

勤労青年教育
振興補助金

香川県立丸亀
高等学校通信
制課程

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17
勤労青年教育の振
興を図る

図書や施設整備等
の助成及び各種事
業参加支援

60 60 60
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

60

7
学校教
育課

丸亀市学校保
健会運営事業
補助金

丸亀市学校保
健会

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17

学校保健会の運営
を補助することによ
り、学校保健活動
の振興と幼小中の
児童生徒及び教職
員の健康な学校生
活及び学校教育活
動の円滑な推進に
寄与する。

総会・講演会費、幼
小中学校各部会研
究助成費、消耗品
費に使用。

160 160 160
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

160

8
学校教
育課

丸亀市学校体
育会補助金

丸亀市学校体
育会

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17

学校体育会の運営
を補助し、児童の
体力の増進や競技
力の向上を図る。

選手輸送費、施設
使用料、消耗品費
に使用。

299 0 0
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

299

9
学校教
育課

丸亀市立学校
長会運営事業
補助金

丸亀市立学校
長会

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17

市立学校長会の運
営を補助し、小学
校部会研究、中学
校部会研究などを
行うことで円滑な学
校経営を実現し、
市教育行政の充実
を図る。

会費＠4,000円×23
人と市補助金を合
わせて運営。
小・中学校部会研
究費、消耗品費、
国際交流協会会費
に使用。

78 78 78
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

78

見直し基準該当項目 R４年度
要求額
（千円）

番号 担当課 名称 交付先
補助目的

区分
補助期間

区分
開始
年度

補助目的 補助内容
補助金額（千円）



補助金チェックシート 　　教育部

R１ R２ R３ 説明
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10
学校教
育課

丸亀市立小中
学校教頭会運
営事業補助金

丸亀市立小中
学校教頭会

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17

市立小中学校教頭
会の運営を補助
し、月例の研修会
や西部教育事務所
管内の研修会を行
うことで円滑な学校
経営を実現し、市
教育行政の充実を
図る。

会費＠500円×30
人と市補助金を合
わせて運営。
研究会会場費、研
修謝礼、消耗品
費、通信運搬費に
使用。

72 72 72
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

72

11
学校教
育課

各種競技大会
生徒派遣補助
金

丸亀市立中学
校長会

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17

文化及び体育の分
野で学校を代表し
て四国大会以上の
規模のものに参加
する生徒に交通
費、宿泊費、器具
等搬送費を補助す
ることにより、感性
と技術力および競
技力の向上を図
る。

丸亀市立学校児童
生徒各種大会補助
要綱

交通費（最小限度
額）、宿泊費（要保
護・準要保護生徒
に実費）、器具等搬
送費（実費）を補
助。

3,880 993 7,740
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

4,000

12
学校教
育課

丸亀市中学校
運動部競技力
向上対策事業
補助金

丸亀市中学校
体育連盟

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17

スポーツ教室や対
外練習試合を行う
ことにより、中学校
の競技力向上と指
導者の養成を図
る。

スポーツ教室開催
費、対外練習試合
等派遣補助費、市
内リーグ戦開催
費、指導者養成費
に使用。

1,000 263 370
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

1,000

13
学校教
育課

丸亀市ＰＴＡ連
絡協議会育成
補助金

丸亀市ＰＴＡ連
絡協議会

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ア　一時
的なもの

H17

活力あるＰＴＡ活動
を通して子どもの周
囲の大人の資質が
向上し、また、家
庭・学校・地域で連
携することにより、
安全安心な地域社
会、子どもたちを安
心して育てることが
できるまちを作る一
助となる。

団体の予算に基づ
き、欠損見込額を
補助。概算払を通
じて年度末に精
算。

2,000 2,500 2,500
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

2,500

14
学校教
育課

入学金貸付金
利子補給金

貸付対象者

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17

高等学校等及び大
学等に入学を希望
する者で、経済的
理由により入学金
の支弁が困難な者
に対し、入学金の
貸付けを行うことに
より、教育の機会
均等を図る。

丸亀市入学金貸付
条例に基づき貸し
付けた入学金に対
して発生する利子
を補給する。
（貸付額は 高等学
校等・1人につき17
万円以内、大学等・
1人につき35万円以
内 ）

17 12 13
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

100

15

学校教
育課
（少年育
成セン
ター）

丸亀市青少年
健全育成推進
協議会活動運
営

丸亀市青少年
健全育成推進
協議会

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

青少年の健全育成
のためのあらゆる
活動を推進し、これ
を市民運動へと発
展させる。

健全育成に関する
啓発活動用品およ
びチラシの作成。
各コミュニティへの
健全育成活動への
助成。

279 342 345
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

350

16
幼保運
営課

保護者会連合
会研修補助金

丸亀市保育所
保護者会連合
会

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

市内の公立・私立
保育所保護者会が
一致協力し、相互
の連携を密に図る
ことにより、幼児の
福祉増進に努める
ことを目的とする。

68,000円上限 68 0 0
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

68

17
幼保運
営課

私立保育園運
営補助金

市内私立認可
保育園、こど
も園、小規模
保育所

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17

保育所の入所児童
の処遇の向上を図
ることを目的とす
る。

毎月の入所児童数
×（３歳未満児110
円、３歳以上児100
円）×25日を四半
期ごとに補助

45,189 47,759 49,532
（１）継続
するもの

エ　行政目
的を達成す
るために、行
政が実施す
べき事業を
代替又は補
完して実施し
ている事業
等

51,360



補助金チェックシート 　　教育部

R１ R２ R３ 説明

見直し基準該当項目 R４年度
要求額
（千円）

番号 担当課 名称 交付先
補助目的

区分
補助期間

区分
開始
年度

補助目的 補助内容
補助金額（千円）

18
幼保運
営課

障がい児保育
加配保育士補
助金

市内私立認可
保育園・こども
園（該当園）

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H24

障がい児保育の推
進を図るため、加
配保育士を配置す
る私立保育園に補
助金を交付するも
の

市の認めた障がい
児加配保育士の実
勤務日数×市が定
める一日単価を補
助基準額とする。

46,185 54,660 57,957
（１）継続
するもの

エ　行政目
的を達成す
るために、行
政が実施す
べき事業を
代替又は補
完して実施し
ている事業
等

81,056

19
幼保運
営課

私立保育園施
設整備事業利
子補給金

私立認可保育
園

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17
私立認可保育園の
円滑な運営のた
め。

私立認可保育園の
施設整備費償還費
に対し、利子補給を
行う。

37 29 21
（１）継続
するもの

イ　国・県の
補助金を財
源の一部と
して充てる事
業のうち、市
の負担が義
務的である
事業等

13

20
幼保運
営課

ももちゃんくら
ぶ補助金

子育てﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ　ももちゃん
くらぶ

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

未来を担う子供達
を育てる大切さと、
子育ての楽しさを
地域の中で伝え、
少子化の抑止とな
る活動を行うことを
目的とする。

保育所･地域子育
て支援センター・東
小川児童センター
など公共施設での
子育てボランティア
や行事での託児な
ど。

40 40 40
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

40

21
幼保運
営課

丸亀市私立幼
稚園PTA連合
会

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

聖母幼稚園と虎岳
幼稚園で教職員と
保護者の連携や園
児とのふれあい活
動を行い、幼児教
育の充実を図る。

私立幼稚園の教職
員と保護者の連携
による、よりよい保
育環境の整備、幼
児教育の充実を図
る。

（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

22
幼保運
営課

学校法人　聖
母学園・丸亀
聖母幼稚園

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17
教育機材の購入に
よる教育活動の充
実を図る。

教育基本法、学校
教育法、各園の理
念に従った幼児教
育を行う。

（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

23
幼保運
営課

学校法人　丸
亀城南虎岳幼
稚園

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17
備品の購入による
設備の充実を図
る。

学校教育法に基づ
く就学前児童の教
育を行う。

（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

24
幼保運
営課

保育体制強化
事業費補助金

私立保育所、
こども園

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H29
保育士の負担を軽
減し、離職防止を
図る。

私立保育所等が保
育士資格を持たな
い保育支援者を雇
用するために必要
な経費の一部を補
助する。

4,084 3,300 11,450
（１）継続
するもの

イ　国・県の
補助金を財
源の一部と
して充てる事
業のうち、市
の負担が義
務的である
事業等

20,880

25
幼保運
営課

保育対策総合
支援事業費補
助金(ICT化推
進事業、事故
防止推進事
業)

私立保育所、
こども園、小
規模保育所

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ア　一時
的なもの

(ICT)H28
(事故防
止)R2

保育士の負担を軽
減し、離職防止を
図るとともに、安全
安心な保育環境の
確保を支援する。

私立保育所等にお
ける保育業務の
ICT化、及び子ども
の午睡中における
事故防止のための
機器の導入に必要
な経費の一部を補
助する。

- 1,308 0
（１）継続
するもの

イ　国・県の
補助金を財
源の一部と
して充てる事
業のうち、市
の負担が義
務的である
事業等

0

26
幼保運
営課

私立保育園等
保育士処遇改
善事業費補助
金

私立保育所、
こども園、小
規模保育所

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H30

保育士の処遇改善
を図り、保育士の
確保及び離職防止
を図る。

賃金上乗せを行う
私立保育所等に対
し、保育士一人当
たり3,000円を補助
する。

12,336 13,089 13,182
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

12,780

3,280
私学振興補助
金

3,250 3,2573,279



補助金チェックシート 　　教育部

R１ R２ R３ 説明

見直し基準該当項目 R４年度
要求額
（千円）

番号 担当課 名称 交付先
補助目的

区分
補助期間

区分
開始
年度

補助目的 補助内容
補助金額（千円）

27
幼保運
営課

就職準備費補
助金

丸亀市福祉事
業団

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

R1
保育士の確保を図
る。

指定保育士養成施
設に在学する学生
のうち、市内の保
育所等に保育士と
して勤務する意志
のあるものに対し、
福祉事業団が就職
準備金を貸し付け
る経費につき補助
する。R2年度から、
潜在保育士も貸付
対象者に追加す
る。

300 600 1,200

（２）原則
として廃
止するも
の

イ　補助目的
が達成され
た事業等

0
（R4より
市の事
業に変

更）

28
幼保運
営課

保育士修学費
補助金

丸亀市福祉事
業団

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

R1
保育士の確保を図
る。

指定保育士養成施
設に在学する学生
のうち、市内の保
育所等に保育士と
して勤務する意志
のあるものに対し、
福祉事業団が修学
資金を貸し付ける
経費につき補助す
る。

1,170 1,680 1,350

（２）原則
として廃
止するも
の

イ　補助目的
が達成され
た事業等

0
（R4より
市の事
業に変

更）

29
幼保運
営課

こども劇場運
営補助金

香川短期大学

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

R1

現在、市ではこども
劇場に対し後援を
しているが、先般、
市と保育士確保の
ための協定を締結
したことにより、香
川短期大学の事業
に対する助成を行
い、保育士確保に
つなげる。

香川短期大学の保
育士を目指す学生
が保育所等の園児
を招待して行う「こ
ども劇場」を運営す
るために必要とな
る経費に対し、補助
を行う。

50 0 0
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

50

30
幼保運
営課

補足給付費補
助金(私立給
食費）

私立保育所、
こども園

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

R1

消費税増税による
子育て世帯の負担
を軽減し、少子化
対策を図る。

3歳児から5歳児に
係る全ての主食費
のほか、国制度で
給食費が無償化と
ならない子どもの
副食費について補
助を行う。

26,104 54,801 63,119
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

72,112

31
幼保運
営課

補足給付費補
助金(私立給
食費）

私立幼稚園

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

R1

消費税増税による
子育て世帯の負担
を軽減し、少子化
対策を図る。

3歳児から5歳児に
係る全ての主食費
のほか、国制度で
給食費が無償化と
ならない子どもの
副食費について補
助を行う。

7,671 22,265 20,008
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

22,164

32
幼保運
営課

保育環境改善
等事業補助金

私立保育所、
こども園、小
規模保育事業
所

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

イ　短期
的なもの

R2

保育所等におい
て、感染症に対す
るより強い体制を
整え、感染症対策
を徹底しつつ、事業
を継続的に提供し
ていくことができる
ようにするため。

保育所等が配布す
る子ども用マスク、
消毒液等の卸・販
社からの一括購入
やトイレ・調理場の
乾式化や非接触型
の蛇口の設置等
（簡易なもの）保育
所等の消毒に必要
となる経費を補助
する。

- 7,499 6,000
（１）継続
するもの

イ　国・県の
補助金を財
源の一部と
して充てる事
業のうち、市
の負担が義
務的である
事業等

15,332

33
幼保運
営課

芸術家派遣事
業費補助金

私立保育所、
こども園、小
規模保育事業
所

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

イ　短期
的なもの

R4

幼児期までに育っ
てほしい１０の姿を
育むため、教育・保
育現場に新しい視
点や芸術体験を行
える機会の確保。

芸術分野に高い知
識と経験を有する
芸術家が、子ども
たちと生活を共にし
ながら、あそびを通
じた創造活動や芸
術表現をサポート
するための費用を
補助する。

- - -
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

1,268

34
幼保運
営課

保育士処遇改
善特例補助金

私立保育所、
こども園、小
規模保育事業
所、新制度移
行幼稚園

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ア　一時
的なもの

R3

新型コロナウイル
ス感染症への対応
と少子高齢化の対
応が重なる最前線
において働く方々
の収入をひきあげ
る。

保育士や幼稚園教
諭等を対象に、賃
上げ効果が継続さ
れる取り組みを行う
ことを前提として、
収入を3％程度引き
上げるための補助
を行う。

- - 8,705
（１）継続
するもの

イ　国・県の
補助金を財
源の一部と
して充てる事
業のうち、市
の負担が義
務的である
事業等

32,340



補助金チェックシート 　　教育部
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35
幼保運
営課

新型コロナウ
イルスの感染
拡大防止対策
事業補助金

私立保育所、
こども園、小
規模保育事業
所

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

R2

地域子ども・子育て
事業において、感
染症に対するより
強い体制を整え、
感染症対策を徹底
しつつ、事業を継続
的に提供していくこ
とができるようにす
るため。

地域子ども・子育て
事業を行うものが
配布する子ども用
マスク、消毒液等
の卸・販社からの
一括購入や保育所
等の消毒に必要と
なる経費を補助す
る。

- 8,500 6,404
（１）継続
するもの

イ　国・県の
補助金を財
源の一部と
して充てる事
業のうち、市
の負担が義
務的である
事業等

15,150

36
幼保運
営課

保育士宿舎借
り上げ事業補
助金

私立保育所、
こども園、小
規模保育事業
所

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

R4
保育士の確保、及
び離職防止を図
る。

保育士用宿舎の借
り上げを行う保育
園等の運営事業者
に対し、借り上げに
係る費用の一部を
補助する。

- - -
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

7,100

37
文化財
保存活
用課

まち並保存事
業費（公共事
業）笠島伝統
的建造物群保
存修理事業補
助金

伝建地区内の
家屋等の所有
者で、修理修
景を行おうと
するもの

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17

国の重要伝統的建
造物群保存地区に
選定されている笠
島地区の伝統的な
町並みを後世に永
く伝えていくため、
地区内で修理や修
景を実施する事業
者に対し、工事費
の一部を補助する
もの。

保存地区内の建造
物等で伝統的町並
みの景観を保存す
るため、国庫補助
をうけて復元・修理
等を行うものに対し
交付するもの。建
物の主屋等の工事
費　補助率10分の9
以内　限度額800万
円等

3,903 14,829 7,211
（１）継続
するもの

イ　国・県の
補助金を財
源の一部と
して充てる事
業のうち、市
の負担が義
務的である
事業等

0

38
文化財
保存活
用課

まち並保存事
業費（単独事
業）修理修景
事業監理費補
助金

伝建地区内の
家屋の所有者
で、修理修景
を行おうとす
るもの

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

39
文化財
保存活
用課

まち並保存事
業費（単独事
業）修理修景
工事費補助金

伝建地区内の
家屋の所有者
で、修理修景
を行おうとす
るもの

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

40
文化財
保存活
用課

まち並保存事
業費（単独事
業）修理修景
事業設計費補
助金

伝建地区内の
家屋の所有者
で、修理修景
を行おうとす
るもの

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ウ　中長
期的なも
の

H17
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

41
文化財
保存活
用課

文化財保護協
会補助金

丸亀市文化財
保護協会

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

文化財の保存、保
護、活用に対する
市民意識の高揚を
図ることを目的とし
て活動している丸
亀市文化財保護協
会の活動を支援
し、市民の文化財
保護に対する意識
の一層の高揚を期
待するもの。

文化財の保護と周
知を目的とする事
業に係る経費、会
員の支援及び育成
並びに会員相互の
協調及び連携を保
つことを目的とする
事業に係る経費に
対し交付

400 400 400
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

400

42
文化財
保存活
用課

坂本念仏踊保
存会補助金

飯山町坂本念
仏踊保存会

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

県指定無形民俗文
化財の保存・継承
活動として展開され
ている、公開事業、
後継者育成事業を
支援し、適切な保
存・継承を図るた
め。

県指定無形民俗文
化財の保存・継承
活動に対し、適切
な保存・継承を推
進に係る経費に対
し交付。丸亀市補
助金等交付規則に
基づき交付。

280 180 180
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

280

43
文化財
保存活
用課

岡田おどり保
存会補助金

岡田おどり保
存会

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H17

市指定無形民俗文
化財の適正な保存
管理と活用を図る
ため。

市指定無形民俗文
化財の適正な保存
管理と活用、後継
者育成等の事業の
推進を図るための
経費に対し交付。

51 0 0
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

51

4,600

国の重要伝統的建
造物群保存地区に
選定されている笠
島地区の伝統的な
町並みを後世に永
く伝えていくため、
地区内で修理や修
景を実施する事業
者に対し、工事費
や設計費、監理費
の一部を補助する
もの。

保存地区内の建造
物等で伝統的町並
みの景観を保存す
るため、修理・修景
等を行うもののうち
国庫補助の対象に
ならない事業に対
し交付するもの。
建物の主屋等の工
事費　補助率10分
の9以内　限度額
800万円等

1,989 3,5711,344
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見直し基準該当項目 R４年度
要求額
（千円）

番号 担当課 名称 交付先
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44
文化財
保存活
用課

公益財団法人
中津万象園保
勝会補助金

公益財団法人
中津万象園保
勝会

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H20

丸亀藩の別荘とし
て築造された大名
庭園である市指定
文化財中津万象園
の保存及び中津万
象園・丸亀美術館
の公開や当該施設
を活用した文化・芸
術に関する事業を
行うことで、市民を
はじめ県内外の多
くの方々に丸亀市
の歴史や文化につ
いて理解を深めて
いただくとともに、
丸亀市の文化や観
光の振興に寄与す
ることができる。

公益財団法人中津
万象園保勝会の丸
亀市市指定文化財
中津万象園の保
存、庭園管理等に
関する事業の推進
に係る経費に対す
る補助金の交付。

5,000 5,000 5,000
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

5,000

45
文化財
保存活
用課

市指定文化財
保存修理事業
補助金

市指定文化財
所有者

イ　市民
等が主体
的自立的
に行うも
のであっ
て行政が
その支援
を行うもの

ウ　中長
期的なも
の

H19

市指定文化財を永
く適切に保存してい
くために、文化財の
修理や防災設備等
の整備に要する費
用を補助するもの
である。現状では
緊急に修理や整備
が必要であるもの
に対し補助金を交
付し整備を進めて
いる。

市指定文化財の中
で緊急に修理や整
備が必要であるも
の、また重要性の
高いものに対し補
助金を交付。丸亀
市指定文化財保存
対策事業費補助金
交付要綱に基づき
交付。
市指定有形文化財
建造物　補助率10
分の７以内　予算
の範囲内において
交付。

0 0 1,270
（１）継続
するもの

オ　市が施
策の効果を
高めることを
目的として実
施する補助
金等交付事
業

0

46
文化財
保存活
用課

全国城跡等石
垣調査整備研
究会開催補助
金

全国城跡等石
垣調査整備研
究会実行委員
会

ア　行政
がその責
任におい
て保護奨
励すべき
もの

ア　一時
的なもの

R２

史跡等の石垣修理
に関わる技能者、
技術者、行政担当
者が一堂に会して
石垣の保存活用に
係わる情報・課題を
共有する全国城跡
等石垣調査整備研
究会を丸亀城石垣
崩落を受け復旧事
業を進めている丸
亀市で開催する。
円滑な開催運営を
行い、大会を有意
義なものにするた
め、実行委員会を
組織し、その費用を
補助する。

開催経費のうち、
参加者の資料代と
して見込まれる収
入を除き、予算の
範囲内において交
付。

- 1,022 12
（１）継続
するもの

エ　行政目
的を達成す
るために、行
政が実施す
べき事業を
代替又は補
完して実施し
ている事業
等

1,430


